
 

報告第４９号 

東広島市文化財保存活用地域計画（案）について 

① 計画策定の趣旨 

平成 29 年度に、地域の文化財（指定・未指定問わず）を総合的に保存・活用し文化財を活かしたま

ちづくりを進めていくための指針（マスタープラン）として、「東広島市歴史文化基本構想」を策定し

た。これを補足するとともに、アクションプラン（行動計画）として、文化財保護法に基づき「東広島

市文化財保存活用地域計画」を策定する。 

 

② 計画の位置づけ 

 本市の最上位計画である「第五次東広島市総合計画」を推進するための、文化財の保存と活用に関す

るマスタープラン兼アクションプラン（行動計画）に位置付けられる。文化財保護法に基づく。策定に

あたっては、「広島県文化財保存活用大綱」のほか、「東広島市教育振興基本計画」、「東広島市生涯学習

推進計画」等の関連する他の個別計画との整合を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 計画の期間 

 令和７年度から令和 16 年度までの 10 か年とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 策定の経緯 

諮問委員会である「東広島市歴史文化基本構想策定委員会」にて検討・審議を行うとともに、各地域

の文化財の保存と活用に関する取組み・課題・未指定文化財の所在等に関する聴き取り調査・意見交換

を目的としたワークショップ、勉強会、出前講座等の機会を活用した意見交換などを実施した。 

連携

東広島市文化財保存活用地域計画

≪関連計画≫

・東広島市生涯学習推進計画

・学びのキャンパス推進事業における行動計画

・東広島市観光総合戦略

・東広島市都市計画マスタープラン 等

東広島市歴史文化基本構想

第五次東広島市総合計画

東広島市教育振興基本計画

広
島
県
文
化
財
保
存
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用
大
綱

令和７年度

（2025年度）

令和９年度

（2027年度）

令和12年度

（2030年度）

令和16年度

（2034年度）

東広島市文化財保存活用地域計画

第五次東広島市総合計画（後期）

第３期東広島教育振興基本計画 （仮）第４期東広島教育振興基本計画

（仮）第六次東広島市総合計画
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氏 名 所 属 団 体 等 所 掌 分 野 備考 

石川 典子 (公社)東広島市観光協会事務局長 観  光  

今田 幸博 東広島郷土史研究会副会長 市文化財保護審議会会長 郷 土 史 委員長 

大藤 由美子 元教諭 元市文化財保護審議会委員 動  物  

兒玉 伸泰 元東広島市立高屋西小学校校長 西条小学校教諭 学 校 教 育  

佐竹 昭 
広島大学名誉教授 元広島県文化財保護審議会委員 

市文化財保護審議会委員 
古 代 史 職務代理者 

ウェルナー・ 

シュタインハウス 
百舌鳥・古市古墳群世界遺産学術委員会委員 考 古 学  

竹岡 訓子 元小学校校長 スクールソーシャルワーカー 地 域 づ く り  

谷川 大輔 近畿大学工学部准教授 建 築 史  

徳永 京子 東広島ボランティアガイドの会会長 観  光  

向田 裕始 
元広島県教育委員会文化財課課長 

廿日市市文化スポーツ振興事業団理事 市文化財保護審議会委員 
文化財・民俗  

 

 

⑤ 本計画の対象とする文化財と歴史文化 

本計画では、指定・未指定問わず、市域に所在する

文化財を対象とする。 

また、文化財とその周辺環境が一体となったものと

して「歴史文化」を捉える。歴史文化を構成する文化

財の保存と活用を図ることで、本市の歴史文化の価

値・魅力の向上と市内外への普及、未来への継承につ

なげる。 

 

 

⑥ 文化財の把握（基礎）調査の概要 

これまで東広島市域で行われてきた文化財把握（基礎）調査について、今後の調査に資するため、次

表のとおり実施状況を整理した。 

併せて市域に所在する未指定文化財のリストを作成した。本リストは「東広島市の歴史文化の特徴」

の検討に用いるとともに、指定調査を進める際の基礎資料とする。 

また、市内の文化財を概観すると、町を基本とした８つのエリアは、それぞれの歴史的背景と文化財

の特徴を持っていることが分かる。こうしたエリアの特徴を踏まえた保存や普及・活用を図ることが求

められる。 

 

 

 

 

歴史文化

未指定文化財

広義の文化財

自然環境・産業・

施設などの周辺環境

指定・登録

文化財
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⑦ 東広島市の歴史文化の特徴 

本市が持つ自然的・地理的・文化的側面から本市の特性を分析し、人々が長い時間をかけて形成した

本市の歴史文化の特性・大テーマとして「安芸国最大の穀倉地帯」を設定した。 

この特性から派生する時代ごとの物語や文化財は多岐にわたり、文化財は、市域の中に単体で孤立し

て存在してきたのではなく、様々なものと互いに関わりながら歴史を刻んできたことがわかる。こうし

た歴史的・地理的・社会的な関連性（ストーリー）に基づき、地域の文化財を指定・未指定問わず群と

して捉える関連文化財群を設定して広報普及に取組み、指定・未指定問わず文化財の総合的な活用を図

る。 

≪東広島市の特性≫ 

・広島県最大の洪積台地 ・瀬戸内海気候 

・内陸に位置し、１日の寒暖差が激しい 

・ため池が多い ・水田・耕作適地が多い 

・江戸時代、安芸国最大の耕地面積  

・陸上交通の要衝 

・遺跡から弥生、平安末期、室町、 

江戸時代の生産性の向上が窺える 

・三ツ城古墳、安芸国分寺跡、鏡山城跡など、 

時代を代表する拠点的な遺跡が存在する 

 

 

西
条
町

八
本
松
町

志
和
町

高
屋
町

黒
瀬
町

福
富
町

豊
栄
町

河
内
町

安
芸
津
町

 社寺建築 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

 近世民家建築 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

 近代和風建築 △ △ △ △ △ △ △ △ △

 近代洋館建築 × × × × × × × × ×

 近代化遺産 △ △ △ △ △ △ △ △ △

 絵画 △ △ △ △ × × × × ×

 彫刻 △ △ △ △ × × × × ×

 工芸品 △ △ △ △ × × × × ×

 書籍・典籍 △ △ △ △ △ △ △ △ △

 古文書 △ △ △ △ △ △ △ △ △

 考古資料 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 歴史資料 △ △ △ △ △ △ △ △ △

× × × × × × × × ×

△ △ △ △ × × × × ×

△ △ △ △ △ △ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ × × × × ×

△ △ △ △ △ △ △ △ △

× × × × × × × × ×

△ × × △ × × × × ×

 有形の民俗文化財

 無形の民俗文化財

 無形文化財

　　　　　　　　　　　　　　　町

　類型

 民俗文化財

 記念物

 文化的景観

 伝統的建造物群

 遺跡

 名勝地

 動物・植物・地質鉱物

 有形文化財

美
術
工
芸
品

建
造
物

≪核となる文化財≫

ストーリー１ 東広島市の地形と水辺環境

ストーリー２ 古墳文化の開花

ストーリー３ 仏教文化の広がりと神仏習合の記憶

ストーリー４ 大内氏の安芸国支配と国衆

ストーリー５ 賀茂台地のくらしと信仰

ストーリー６ 浦辺筋から海へ、全国へ

ストーリー７ 近代の酒造りと吟醸酒の誕生

オオサンショウウオ

三ツ城古墳

安芸国分寺跡

鏡山城跡

西条酒蔵群

≪東広島市の歴史文化の大テーマ≫

安芸国最大の穀倉地帯
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⑧ 東広島市の文化財の保存と活用に関する将来像と基本的な方向性 

「安芸国最大の穀倉地帯」という特性のもと、時代を超えて人々が育んできた豊かな歴史文化を、大

切な“みのり”として享受し、守り、育み、東広島らしいまちづくりに活かすことを目指し、本市の文化

財の保存と活用に関する将来像とその実現に向けた４つの方向性を設定した（別紙「東広島市文化財保

存活用地域計画の体系図」参照）。 

 

⑨ 文化財の保存と活用に関する方針と措置 

将来像の実現に向け、方向性ごとの現状の課題を整理し、課題に取り組むための方針と主な措置を設

定した（別紙 体系図参照）。 

 

⑩ 計画の推進体制と進捗管理 

生涯学習部文化課を中心とし、庁内外の組織・機関等との連絡協議を推進し、地域総がかりでの文化

財の保存と活用に取り組む。 

また、進捗管理については、目標値を設定可能な措置には目標値を設定し、自己評価を行い、PDCA

サイクルによる進行管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 今後のスケジュール（予定） 

・令和６年 11 月        市議会へ計画案報告 

・令和６年 11 月~12 月  パブリックコメント 

・令和７年 12 月        教育委員会定例会へパブリックコメントの結果報告 

・令和７年１月     市議会へパブリックコメントの結果報告 

・令和７年２月          策定委員会へ諮問 

教育委員会定例会へ議案提出 

・令和７年４月~６月    各省庁による事前確認 

・令和７年６月     文化庁に対する計画の認定申請 

・令和７年７月          文化庁による計画の認定 

教育委員会定例会へ認定の報告 

連携・支援 指導・助言

      連携・支援       進捗状況の報告・指導・助言

【所管課】

東広島市教育委員会

生涯学習部文化課

【関係課】市民・地域

歴史文化に関する取組みを行う団体

所有者 企業等

市内各小学校・中学校・高等学校

大学等の研究機関 東広島市文化財保護審議会

広島県教育委員会文化財課

庁外の関係機関・協議会

文 化 庁

助言・連携

連携
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■別紙 東広島市文化財保存活用地域計画の体系図 

東広島市の歴史文化の大テーマ 

安芸国最大の穀倉地帯  

文化財の保存と   方針１ 文化財の把握調査の継続 

活用についての将来像   方針２ 埋蔵文化財調査の継続 

歴
史
文
化
の
豊
か
な
〝
み
の
り
〟
に
親
し
み 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

未
来
を
紡
ぐ
ま
ち 

東
広
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  方針３ 市史編さんによる歴史文化の調査・研究の深化 

  方針４ 関連文化財群の調査と更新 

    

  方針１ 文化財の基礎情報の整理 

  方針２ 文化財の指定・登録の継続 

  方針３ 市所有文化財等の適切な維持管理 

  方針４ 埋蔵文化財と遺跡の保護の推進 

  方針５ 民俗・歴史資料等の適切な収蔵管理 

  方針６ 希少動植物の保護の推進 

  方針７ 東広島らしい歴史的・文化的景観の保護の推進 

  方針８ 指定等文化財の所有者による維持管理への支援 

  方針９ 地域の文化財の継承と担い手の育成 

  方針 10 文化財の防犯・防災対策の整備 

    

  方針１ 文化財の見学・学習環境の整備 

  方針２ 歴史文化に関する情報発信の強化 

  方針３ 市史編さんによる発信と普及 

  方針４ 展示機能の整備 

  方針５ 文化財の地域資源としての活用 

  方針６ 歴史文化に親しむ機会の創出 

  方針７ 関連文化財群の情報発信と普及の推進 

    

 
 方針１ 学術専門職員の確保と調査・研究体制の確立 

 
 

方針２ 庁内外の連携の推進 

 

歴史文化の調査を進め、保護・継承の足掛かりを築く（調査・研究） 

東広島市の歴史文化の豊かな“みのり”の価値をさらに深め、地域で保存・ 

活用するため、歴史文化の調査・研究に継続して取り組みます。 

方向性 

１ 

市民とともに東広島の文化財を守り、継承する（保存・管理） 

東広島市の歴史文化の豊かな“みのり”を後世に伝えるため、地域全体で 

文化財の適切な維持管理と保存に取り組みます。 

方向性 

２ 

歴史文化を知り、歴史文化に親しむ（普及・活用・学習） 

東広島市の歴史文化の豊かな“みのり”を東広島らしいまちづくりに活かし、

未来を紡ぐため、歴史文化の普及と活用に取り組みます。 

方向性 

３ 

文化財を守り、伝えるための体制を整備する（組織・体制） 

東広島市の歴史文化の豊かな“みのり”の保存と活用の基礎となる、調査・ 

研究体制の整備と地域総がかりでの連携を図ります。 

方向性 

４ 
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